
「福岡システムＬＳＩ総合開発センター」 

付帯設備総合管理及び清掃業務委託契約書（案） 

 
 
公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団（以下「甲」という。）と、  

   （以下「乙」という。）とは、別紙仕様書（以下「仕様書」という。）により、

次のとおり委託契約を締結し、信義に従い、誠実に、これを履行するものとする。  
 
（業務名）  

第１条 業務名は「福岡システムＬＳＩ総合開発センター」付帯設備総合管理及び

清掃業務（以下「業務」という。）とする。  
 

（業務の内容） 
第２条 業務の事項は次のとおりとし、内容は仕様書のとおりとする。 

Ａ 設備等管理業務 

Ｂ 設備保守点検管理業務 

Ｃ 環境衛生管理業務 

Ｄ 建物清掃業務 

Ｅ 植栽管理業務 

Ｆ フィルター交換 

Ｇ 加湿装置点検・清掃 

Ｈ 作業管理 

 

（場所）  
第３条 業務を行う場所は、福岡市早良区百道浜３－８－３３「福岡システムＬＳＩ

総合開発センター」とする。 

 
（委託期間）  

第４条 業務の委託期間（以下「委託期間」という。）は令和６年１１月１日から令

和１１年１０月３１日までとする。  
 
（委託料）  

第５条 業務の委託料（以下「委託料」という。）は、金●●●●●●●●●● 円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●●●●円）とする。  
ただし、各会計年度における委託料の年額は、次のとおりとする。 

 

令和 ６年度 金 円 

令和 ７年度 金 円 

令和 ８年度 金 円 

令和 ９年度 金 円 

令和１０年度 金 円 

令和１１年度 金 円 

 
（契約保証金） 

第６条 甲は、乙に対して、契約保証金の納付を免除する。 
 



（再委託の禁止）  
第７条 乙は、業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面に

よる承諾を得た場合は、業務の一部を再委託することができる。  
 
（権利の譲渡等の禁止）  

第８条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせ

てはならない。  
 
（業務実施計画）  

第９条 乙は、契約締結後速やかに委託期間の最初の月に係る月間業務実施計画表及

び契約初年度末までの年間業務実施計画表を任意の様式により甲に提出し、甲の承

認を得なければならない。  
２ 乙は、前項の最初の月以外の各月の月間業務実施計画表を任意の様式により当該

月の前月の末日までに甲に提出し、その承認を得なければならない。 

３ 乙は、原則毎年３月２０日までに翌年度の年間業務実施計画表を任意の様式によ

り甲に提出し、甲の承認を得なければならない。  
 
（基準に不適合の場合）  

第１０条 甲は、乙の業務が仕様書に示すものに適合していないときは、その業務の

手直しを命ずることができる。  
２ 乙は、前項の規定による命令があったときは、速やかに仕様書に適合するように

手直しを行い、再確認を受けなければならない。この場合における費用は乙の負担

とする。  
 
（現場主任者）  

第１１条 乙は、業務従事者を監督するため、現場主任者を置くものとする。  
２ 乙は、乙が配置した業務従事者の中から現場主任者を定めることができる。  
 
（遵守事項）  

第１２条 乙は、契約締結後速やかに現場主任者及び業務従事者の氏名等を、甲に届

け出なければならない。これらを変更しようとする場合も同様とする。  
２ 乙は、業務に従事するとき、業務従事者であることを明確にするため、業務従事

者に対し所定の服を着用させ、常に清潔さを保たせねばならない。  
３ 乙は、業務上引火性の危険物を使用する場合は、事前に甲の承認を得なければな

らない。  
４ 乙は、業務に必要のない箇所に立ち入ったり、みだりに器物等に手を触れたりし

てはならない。  
５ 乙は、業務上知り得た甲の秘密を、第三者に漏らしてはならない。  
 
（個人情報の保護）  

第１３条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、

別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。  
 
（業務実施の確認）  

第１４条 乙は、業務実施後は業務実施内容を記録し、甲の確認を受けなければなら

ない。  
２ 乙は、前項の記録に基づき、月毎に施設管理報告書を任意の様式により作成し、

翌月速やかに甲に提出し、甲による業務の履行確認を受けなければならない。  
３ 乙は、現場主任者に甲同席のもと施設管理定例会議を毎月開催させ、甲に施設管

理状況を報告しなければならない。  
 



(委託料の支払）  
第１５条 委託料は、月払いとする。各会計年度における月払いの額（以下「月額」

という。）は、第４条に規定する当該会計年度の委託料の年額に１２分の１を乗じ

て得た額とし、１円未満の端数については、すべて当該会計年度の最初の月の月額

に加算するものとする。  
２ 乙は、前条第２項の規定による履行確認を受けたときは、請求書により当該月の

月額の支払を甲に請求するものとする。  
３ 甲は、前項の請求書を受理した日から３０日以内に、月額を乙に支払うものとす

る。  
４ 甲は、月の中途において契約の締結又は契約の解除をした場合は、業務を実施し

た当該月の実日数に応じて日割計算した額を乙に支払うものとする。  
 
（業務の調査）  

第１６条 甲は、この契約の履行のために必要があると認められるときは、乙の業務

の実施状況等について業務の履行場所、乙の事業所等を実地に調査し、所要の報告

を求めることができる。  
２ 乙は、前項に規定する調査に協力しなければならない。  
 
（甲の措置請求権）  

第１７条 甲は、現場主任者又は業務従事者が業務の実施について不適当であると認

められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとる

べきことを請求することができる。  
２ 甲は、乙によるこの契約の履行が不誠実であると認められるときは、乙に対し、

その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができ

る。  
３ 乙は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決

定し、その結果を請求を受けた日から１０日以内に甲に通知しなければならない。 
 
（負担区分）  

第１８条 乙が業務上使用する電気、水道等の使用料金は甲の負担とし、甲が備え付

ける物品のうち仕様書に明記されているものは乙に使用させるものとする。その他

の材料、機械器具、工具等は、すべて乙の負担とする。  
 
（臨機の措置）  

第１９条 甲は、緊急に必要な業務が生じたときは、乙に対し、適切な臨機の措置を

とることを求めることができる。また、乙は、緊急に必要な業務が生じたときは、

適切な臨機の措置を講じなければならない。この場合、乙は、直ちにその措置を遅

滞なく甲に報告しなければならない。  
２ 前項の措置に要した経費のうち委託料に含めることが適当でないと認められる

部分の経費については、甲が負担する。  
 
（損害賠償）  

第２０条 乙は、業務実施に当たり、甲の責めに帰することのできない理由により、

甲又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負わなければならない。  
 
  （仕様変更）  
第２１条 甲は、仕様書に定める付帯設備、清掃実施場所及び面積に変更があるとき、

業務に関連する法令の改正等に伴い業務内容を変更する必要があるとき、その他こ

の契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、乙への通知

をもって、仕様書を変更することができる。  
２ 前項の規定に基づき仕様書が変更された場合であって、委託料を変更する必要が



あるときは、委託料の変更額について甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日

から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。  
３ 乙は、前項の規定により委託料が変更された場合であって、乙に損害があるとき

は、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。  
 
（事情変更による委託料の変更）  

第２２条 甲又は乙は、この契約締結時において、予期することのできない特別な事

情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不

適当となったときは、相手方に対し、委託料の変更を請求することができる。  
２ 前項の規定に基づき委託料の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と

認められるときは、委託料の変更額について、甲乙協議して定める。ただし、協議

開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知す

る。  
 
（甲の解除権）  

第２３条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙への事前の通知等を

要せずに、直ちにこの契約を解除することができる。  
一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分

を受けたとき  
二 破産、民事再生、会社更生、会社整理若しくは特別清算の申立を受け、又は自

らこれを申し立てたとき  
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき  
四 解散、合併、減資又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたと

  き  
五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき  

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。  
一 前項各号に定めるもののほか、乙の責めに帰すべき理由により、業務を継続す

る見込みが明らかにないとき  
二 乙の業務が甚だしく不誠実と認められるとき  
三 乙にこの契約を確実に履行する意思がないと認められるとき  
四 乙がこの契約に違反したとき  

３ 前２項の規定によらず甲の意思によりこの契約を解除しようとするときは、甲は

少なくとも２か月前までに乙に通知するものとする。  
４ 第１項又は第２項の規定により、甲が、この契約を解除したときは、乙は違約金

として、甲が契約を解除した日から１０日以内に、委託料の１００分の１０に相当

する金額を甲に支払わなければならない。  
５ 前項に規定する違約金の徴収は、乙に対する甲の損害賠償の請求を妨げない。  
 
（予算の減額又は削除に伴う解除等）  

第２４条 この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該

金額について減額又は削除があった場合、甲は、この契約を解除することができる。 
２ 乙は、前項の規定によりこの契約が解除された場合であって、乙に損害があると

きは、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。  
 
（乙の解除権）  

第２５条 乙は次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。  
一 第２１条の規定による仕様変更により委託料の年額が３分の２以上減少すると

き  
二 甲がこの契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったとき  



２ 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、乙に損害があるとき

は、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。  
 

（遅滞損害金）  
第２６条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは遅

滞日数に応じ委託料の年２．５パーセントに相当する額を遅滞損害金として、甲の

指定する期間内に甲に支払わなければならない。  
 
（業務従事者の規律等）  

第２７条 乙は、業務従事者の身上、風紀、衛生、厚生、福利及び規律の維持等に関

しては一切の責めを負う。  
 

（暴力団排除条項）  
第２８条 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当する

ときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に

損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。  
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以

下「暴力的組織」という。）であるとき。  
二 役員等（乙が個人である場合にはその者、乙が法人である場合にはその法人の

役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。）

が、暴力的組織の構成員（構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」と

いう。）となっているとき。  
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 
四 第一号又は第二号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契

約（一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。）又は資材、原材料の購入契約

等を締結したとき。  
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える

目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。  
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。  
七 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の

利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく

は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若

しくは便宜を供与したとき。  
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会

的に非難される関係を有しているとき。  
２ 前項第一号又は第二号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を

求められたときは、乙は速やかに提出するものとする。  
３ 第１項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の１００分

の１０に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならな

い。  
 
 （原状回復）  
第２９条 乙は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復す

る。原状回復に際しては、乙は一切の保障を請求しない。  
 
（協議）  

第３０条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき､又はこの契

約に定める事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上定めるものとする。  
 
 
 



 
この契約の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有

する。  
 
 

令和６年  月  日  
 
 

甲（委託者） 

 
 
 
 

乙（受託者）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記 
保有個人情報取扱特記事項 

 
 （基本的事項） 
第１ 乙は、甲が保有する個人情報（以下「保有個人情報」という。）の保護の重要性を認識し、

この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条第２項において準用される同条第

１項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。）第１２条の規定に基づき、保有個

人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切

な措置を講じなければならない。 

 
 （管理及び実施体制） 
第２ 乙は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織（以下「保護管理責任

者等」という。）並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等

の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。 
２ 乙は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を

明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスするこ

とがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスするこ

とがないようにしなければならない。 
 
 （作業場所等の特定） 
第３ 乙は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場

所及び当該個人情報を保管する場所（保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置

する室又は区域を含む。）を明確にし、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。 

 
 （秘密の保持） 
第４ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 
 
 （収集の制限） 
第５ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成する

ために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 
 
（持出しの禁止） 

第６ 乙は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、甲から提供された保

有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等（端末及びサーバに内蔵されているものを含

む。以下「記録媒体」という。）を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。 

 
 （複写又は複製等の禁止） 
第７ 乙は、この契約による事務を処理するため、甲の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体（以

下「保有個人情報等」という。）を複写し、又は複製してはならない。 

２ 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理

に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。 

３ 乙は甲から前２項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、

又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェア

の導入等の必要な措置を講じるものとする。 



 （利用及び提供の制限） 
第８ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個

人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。 
 
 （廃棄等） 
第９ 乙は、甲から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指

示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記

録媒体の廃棄等を行わなければならない。 
 
 （情報システムにおける安全管理措置） 
第１０ 乙は、上記のほか、甲から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、

その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。 
一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時

見直し、読取り防止措置 
二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作

業を行う端末の限定（台数管理、盗難防止措置を含む。）、バックアップ記録の作成 ほか 
三 不正アクセス防止プログラム等の導入（最新化）をはじめとするサイバーセキュリティ水

準の確保 
四 その他部外者、第三者による閲覧（窃取）防止のために必要な措置 

 
 （従事者への研修） 
第１１ 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応

のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の

内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュ

リティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。 
 
 （再委託の禁止） 
第１２ 乙は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、甲の承諾があ

るときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 
 
 （資料等の返還等） 
第１３ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若

しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。

ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 
 
 （事故報告） 
第１４ 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するお

それがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡

大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な

措置を講ずるものとする。 

２ 乙は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書

面で報告するものとする。ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。 

３ 乙は、第１項の事案が発生した場合であって、甲から保有個人情報の漏えい等に係る個人情

報保護委員会への報告を求められたときは、甲の指示に従うこと。 
 
 （調査） 
第１５ 甲は、乙に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等をするこ



とができるものとする。 
 
 （指示及び報告） 
第１６ 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又

は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 
 
 （取扱記録の作成） 
第１７ 乙は、甲から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情

報等の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。 
 
 （運搬） 
第１８ 乙は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記

録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、

乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 
 
 （契約解除及び損害賠償） 
第１９ 甲は、乙が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除

及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 
 
 


